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行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による 

地方税法の一部改正について（通知） 

 

 

 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法

律第６９号。以下「整備法」という。）が平成２６年６月１３日に公布され、同

法第４０条において地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

の一部が改正されることとなりました。 

 貴職におかれては、下記事項に御留意の上、その円滑な施行に向け、格別の

配慮をされるとともに、貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨周知願いま

す。 

 なお、市区町村に対しては、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・

照会システムを通じて、総務省からも本通知についての情報提供を行っており

ます。 

 本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に

基づく技術的な助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 総則に関する事項 

１ 滞納処分について、督促に関し欠陥があることを理由としてする審査請

求は、差押えに係る通知を受けた日（その通知がないときは、その差押え

があったことを知った日）の翌日から起算して３月（改正前３０日）を経

過した日後はすることができないこととした（法１９条の４Ⅰ）。 

殿 



２ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）において標準審査期間に係

る規定が設けられたことに伴い、決定又は裁決をすべき期間に係る規定を

削除することとした（法１９条の９）。 

第２ 固定資産税に関する事項 

１ 固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出期間について、

以下のとおり延長することとした（法４３２条①）。 

（１）毎年度固定資産課税台帳に登録される価格についての審査申出につい

ては、固定資産の価格等のすべてを固定資産課税台帳に登録した旨の公

示（法４１１条②）の日から納税通知書の交付を受けた日後３月（改正

前６０日）までの間 

（２）法第４１９条に基づく道府県知事の勧告を受けて市町村長が修正した

価格についての審査申出については、固定資産の価格等を修正して登録

した旨の公示（法４１９条③）の日から同日後３月（改正前６０日）ま

での間（法第４２０条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあ

っては、当該納税通知書の交付を受けた日後３月（改正前６０日）まで

の間） 

（３）市町村長が固定資産課税台帳に価格が登録されていないことを発見し

た場合等に決定等された価格についての審査申出については、修正等さ

れた価格が課税台帳に登録された旨の通知（法４１７①）を受けた日か

ら３月（改正前６０日）以内 

２ 行政不服審査法の改正に伴い、固定資産課税台帳に登録された価格に関

する審査の申出及びその決定の手続において準用する行政不服審査法の規

定を整理するとともに、所要の規定の整備を行うこととした（法４３２条

②、４３３条）。 

 

第３ 施行期日 

整備法は、行政不服審査法の施行の日（同法の公布の日から起算して２年

を超えない範囲内において政令で定める日）から施行すること（整備法附則

１条）。 

 

第４ その他 

１ 地方団体の徴収金に関する処分についての審査請求については、法に特

別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法の定めるところによるこ

ととされていることから、同法の改正内容及び今後示されるガイドライン

等の内容に御留意いただきたいこと。 

２ 第２に伴う固定資産評価審査委員会条例（例）の改正については、別途



通知する予定であること。なお、固定資産評価審査委員会の審査に当たっ

ては、課税要件の早期安定という固定資産評価審査委員会制度の趣旨を踏

まえ、できる限り迅速に処理するようさらに努めていただきたいこと。 

３ 行政不服審査法、整備法及び行政手続法の一部を改正する法律（平成２

６年法律第７０号）の公布については、「行政不服審査法関連三法の公布に

ついて（通知）」（平成２６年６月１３日付け総管管第３１号各都道府県知

事、各都道府県議会議長、各指定都市市長及び各指定都市議会議長あて総

務大臣通知）を参照されたいこと。 

 

 



総 管 管 第 3 1 号  

平成 26年６月 13日  

 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各都道府県議会議長   

各 指 定 都 市 市 長 

各指定都市議会議長  

 

 

総 務 大 臣 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

行政不服審査法関連三法の公布について（通知） 

 

第 186 回国会で成立した行政不服審査法関連三法（行政不服審査法、行政不

服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び行政手続法の一部を

改正する法律）は、平成 26年６月 13日に、行政不服審査法（平成 26年法律第

68 号。以下「改正行審法」という。）、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律（平成 26年法律第 69号。以下「整備法」という。）及び行

政手続法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 70 号。以下「改正行手法」

という。）として公布されました。 

改正行審法及び整備法については、公布の日から起算して二年を超えない範

囲内において政令で定める日から、改正行手法については、平成 27年４月１日

から、それぞれ施行することとされております。 

貴職におかれては、円滑な施行に向け、格別の配慮をされるとともに、加え

て、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町村長及

び市町村議会議長に対してもこの旨を周知願います。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じ

て、各市町村に対して、本通知についての情報提供を行っております。 

今後、総務省では、法の円滑な施行に向けて、準備を進め、行政不服審査法

施行令（仮称）の整備等を行うとともに、運用に関して留意すべき事項等につ

いてのガイドラインの策定など、適時・適切に情報提供等を行う予定です。 

 

 

 

 

殿 
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行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
六
十
九
号

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

会
計
検
査
院
関
係
（
第
一
条
）

第
二
章

内
閣
官
房
関
係
（
第
二
条
e

第
六
条
）

第
三
章

内
閣
府
関
係

第
一
節

本
府
関
係
（
第
七
条
e

第
十
二
条
）

第
二
節

公
正
取
引
委
員
会
関
係
（
第
十
三
条
）

第
三
節

国
家
公
安
委
員
会
関
係
（
第
十
四
条
e

第
十
九
条
）

第
四
節

金
融
庁
関
係
（
第
二
十
条
e

第
二
十
七
条
）

第
五
節

消
費
者
庁
関
係
（
第
二
十
八
条
e

第
三
十
二
条
）

第
四
章

総
務
省
関
係
（
第
三
十
三
条
e

第
六
十
八
条
）

第
五
章

法
務
省
関
係
（
第
六
十
九
条
e

第
九
十
条
）

第
六
章

外
務
省
関
係
（
第
九
十
一
条
）

第
七
章

財
務
省
関
係
（
第
九
十
二
条
e

第
百
四
条
）

第
八
章

文
部
科
学
省
関
係
（
第
百
五
条
e

第
百
十
六
条
）

第
九
章

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
百
十
七
条
e

第
百
八
十
五
条
）

第
十
章

農
林
水
産
省
関
係
（
第
百
八
十
六
条
e

第
二
百
十
一
条
）

第
十
一
章

経
済
産
業
省
関
係
（
第
二
百
十
二
条
e

第
二
百
六
十
二
条
）

第
十
二
章

国
土
交
通
省
関
係
（
第
二
百
六
十
三
条
e

第
三
百
十
九
条
）

第
十
三
章

環
境
省
関
係
（
第
三
百
二
十
条
e

第
三
百
三
十
三
条
）

第
十
四
章

防
衛
省
関
係
（
第
三
百
三
十
四
条
e

第
三
百
四
十
二
条
）

附
則

第
一
章

会
計
検
査
院
関
係

（
会
計
検
査
院
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一

項
」
に
、「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
五
中
「
三
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
二
章

内
閣
官
房
関
係

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
六
項
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

第
百
三
条
第
五
項
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

第
十
七
条
の
二
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）」を
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）」に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
不
服
申
立
期
間
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
（
審

査
請
求
又
は
異
議
申
立
て
）」を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」

を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
第
二
章
第
一
節
か
ら
第
三
節

ま
で
」
を
「
第
二
章
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
の
二
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
期
間
）」に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
六

十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
た
だ
ち
に
」
を
「
直
ち
に
」
に
改
め
る
。

第
九
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
異
議
申
立
て
」
及

び
「
又
は
決
定
」
を
削
る
。

第
百
三
条
第
五
項
中
「
六
十
日
」
を
「
三
月
」
に
、「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中「
第
五
項
の
異
議
申
立
て
」

を
「
第
五
項
の
審
査
請
求
」
に
、「
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
」
を
「
同
項
の
審
査
請
求
に
つ
い
て
」
に
、「
決
定
せ
ら
れ

た
」
を
「
裁
決
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
百
六
条
の
四
第
八
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請

求
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
の
三
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
又
は
」
を
削
る
。
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第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
法

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
を
除
く
。）中
「
審
理
員
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
庁
」
と
、
同
法
第
九

条
第
四
項
中
「
審
査
庁
」
と
あ
る
の
は
「
公
職
選
挙
法
第
二
百
二
条
第
一
項
又
は
第
二
百
六
条
第
一
項
の
異
議
の

申
出
を
受
け
た
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
審
査
庁
」
と
い
う
。）」
と
、
同
法
第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
者
（
以
下
「
審
理
員
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
審
査
庁
」
と
、
同
法
第
三

十
条
第
三
項
中
「
審
査
請
求
人
か
ら
反
論
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
参
加
人
及
び
処
分
庁
等
に
、
参
加

人
」
と
あ
る
の
は
「
参
加
人
」
と
、「
審
査
請
求
人
及
び
処
分
庁
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
異
議
申
出
人

に
」
と
、
同
法
第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
審
理
関
係
人
」
と
あ
る
の
は
「
審
理
関
係
人
（
異
議
申
出
人
及
び
参
加

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
、
同
法
第
三
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
」と
、

同
法
第
四
十
四
条
中
「
行
政
不
服
審
査
会
等
か
ら
諮
問
に
対
す
る
答
申
を
受
け
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
諮
問
を
要
し
な
い
場
合
（
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）に
あ
っ
て
は
審
理
員
意
見

書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に

規
定
す
る
議
を
経
た
と
き
）」と
あ
る
の
は
「
審
理
手
続
を
終
結
し
た
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
二
百
二
条
第
二
項
及
び
第
二
百
六
条
第
二
項
の
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
、
行
政
不
服
審
査
法
第
九
条
第
四
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
九
条
第
二
項
（
第
三
号
及
び

第
五
号
を
除
く
。）及
び
第
四
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
本
文
、
第

二
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、第
三
十
八
条（
第

六
項
を
除
く
。）、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
三
項
（
審
理
手
続
を
終
結
し
た
旨

の
通
知
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
並

び
に
第
五
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
法
第
十
一
条
第
二
項
及
び

第
四
十
四
条
の
規
定
を
除
く
。）中
「
審
理
員
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
庁
」
と
、「
処
分
庁
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
同
法
第
九
条
第
四
項
中
「
審
査
庁
」と
あ
る
の
は「
公

職
選
挙
法
第
二
百
二
条
第
二
項
又
は
第
二
百
六
条
第
二
項
の
審
査
の
申
立
て
を
受
け
た
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下

「
審
査
庁
」
と
い
う
。）」
と
、
同
法
第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
者
（
以

下
「
審
理
員
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
審
査
庁
」
と
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
審
査
庁
か
ら
指
名
さ

れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
の
申
立
て
が
さ
れ
た
と
き
は
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
当
該

審
査
の
申
立
て
を
却
下
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
」
と
、
同
法
第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
審
理
関
係
人
」
と

あ
る
の
は
「
審
理
関
係
人
（
審
査
申
立
人
、
参
加
人
及
び
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員

会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
、
同
法
第
三
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
」と
、

同
法
第
四
十
四
条
中
「
行
政
不
服
審
査
会
等
か
ら
諮
問
に
対
す
る
答
申
を
受
け
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
諮
問
を
要
し
な
い
場
合
（
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）に
あ
っ
て
は
審
理
員
意
見

書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に

規
定
す
る
議
を
経
た
と
き
）」と
あ
る
の
は
「
審
理
手
続
を
終
結
し
た
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
六
十
五
条
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
の
制
限
）」に
改
め
、
同
条
中
「
行
為
」
の
下
に「
又
は
そ
の
不
作
為
」

を
加
え
、「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

（
電
波
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
七
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
章

審
査
請
求
及
び
訴
訟

第
八
十
三
条
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
の
方
式
）」に
改
め
、
同
条
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
異

議
申
立
書
」
を
「
審
査
請
求
書
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条

削
除

第
八
十
五
条
及
び
第
八
十
六
条
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
条
第
三
項
、第
九
十
一
条
か
ら
第
九
十
二
条
の
四
ま
で
及
び
第
九
十
二
条
の
五（
見

出
し
を
含
む
。）中
「
異
議
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
の
三
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
の
制
限
）」に
改
め
、
同
条
中
「
し
た
処
分
」
を
「
す
る
処
分
又
は
そ

の
不
作
為
」
に
、「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を「
審
査
請
求
」

に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
の
四
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
、「
決
定
案
」
を
「
裁
決
案
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
の
五
中
「
行
政
不
服
審
査
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
行

政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
」
に
、「
聞
か
な
け
れ
ば
」
を
「
聴
か
な

け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
の
見
出
し
を「（
裁
決
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
を
行
う
」を「
審

査
請
求
に
つ
い
て
の
裁
決
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
決
定
書
」
を
「
裁
決
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
決
定
を
」
を
「
裁
決
を
」
に
、「
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
」
を
「
第
五
十
一
条
」に
、

「
決
定
書
」
を
「
裁
決
書
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
の
二
中
「
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
」
を
「
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
中
「
異
議
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
」
を
「
審
査
請
求
を
却
下
す
る
裁
決
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
十
二
第
五
項
中
「
行
政
手
続
法
」
の
下
に「（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）」を
加
え
、
同
条
第
六

項
中
「
異
議
申
立
人
」
を
「
審
査
請
求
人
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
の
三
第
二
項
中
「
第
八
十
五
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
」
を
「
第
七
章
」
に
、「「
総
合
通
信
局
長
」
を

「
、「
総
合
通
信
局
長
」
に
改
め
、「
、「
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
」と
」

を
削
る
。

第
百
四
条
の
四
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、指
定
試
験
機
関
の
上
級
行
政
庁
と
み
な
す
。

第
百
四
条
の
四
第
二
項
中
「
第
八
十
五
条
」
を
「
第
八
十
三
条
及
び
第
八
十
五
条
」
に
改
め
、「
、
第
九
十
六
条
の

二
中
「
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
」
と
」
を
削
る
。

（
放
送
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
八
十
条
の
見
出
し
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
又
は

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
」
を
加
え
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
、「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「（
異
議
申
立

て
又
は
審
査
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
掲
げ
る
日
」
を
「
定
め
る
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審

査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
若
し
く
は
」
を
削
る
。

第
十
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
決
定
若
し
く
は
裁
決
」
を
「
裁
決
」

に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）」

を
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）」に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
四
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
期
間
の
特
例
）」に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
三
十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
六
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を

「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
又
は
」
を
削
り
、「
か
え
る
」
を
「
代
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
不
服
申
立

て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
又
は
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
七
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
て
は
」

を
「
審
査
請
求
は
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
差
し
押
え
た
」
を
「
差
し
押
さ
え
た
」
に
、「
本
条
」
を
「
こ
の

条
」
に
、「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を

「
審
査
請
求
」
に
、「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
八
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。
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第
十
九
条
の
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
九

削
除

第
十
九
条
の
十
第
一
項
中
「
不
服
申
立
て
が
」
を
「
審
査
請
求
が
」
に
、「
長
は
、
そ
の
不
服
申
立
て
」
を「
長
は
、

そ
の
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
行
な
わ
れ
る
べ
き
」
を
「
行

わ
れ
る
べ
き
」
に
、「
本
号
」
を
「
こ
の
号
」
に
、「
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
る
」
を
「
既
に
行
わ
れ
て
い
る
」に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」

に
改
め
、「
決
定
又
は
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
十
二
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
異
議
申
立
て
又
は
」
及

び
「
決
定
又
は
」
を
削
る
。

第
二
十
条
の
五
の
二
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
一
条
の
五
十

五
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
一
項
及

び
第
三
項
、
第
二
百
七
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百
二
十
八
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
不

服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
、」を
削
る
。

第
三
百
六
十
四
条
の
二
第
六
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
三
百
九
十
条
の
見
出
し
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決

定
」
を
「
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
」
に
改
め
る
。

第
三
百
九
十
九
条
の
見
出
し
中
「
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
」
を
「
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
」
に
改
め
、
同

条
中
「
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
」
を
「
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
」
に
、「
そ
の
決
定
」
を
「
そ
の
裁
決
」
に
改

め
る
。

第
四
百
十
七
条
の
見
出
し
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中「
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
」

を
「
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
」
に
改
め
る
。

第
四
百
三
十
二
条
第
一
項
中
「
後
六
十
日
」
を
「
後
三
月
を
経
過
す
る
日
」
に
、「
か
ら
六
十
日
」
を「
か
ら
三
月
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

行
政
不
服
審
査
法
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
、
第

十
九
条
第
二
項
（
第
三
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。）及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
審
査
の

申
出
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
名
さ
れ
た
者
（
以
下
「
審
理
員
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
第
四
百
三
十
二
条
第
一
項
の

審
査
の
申
出
を
受
け
た
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
（
以
下
「
審
査
庁
」
と
い
う
。）」
と
、
同
法
第
十
九
条
第
二

項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
条
例
で
定
め
る
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
四
百
三
十
二
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
四
百
三
十
三
条
第
三
項
中
「
対
し
」
の
下
に
「
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
第
三

項
の
規
定
に
よ
つ
て
提
出
さ
せ
た
資
料
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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行
政
不
服
審
査
法
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
本
文
、
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
、第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、第
三
十
八
条（
第
六
項
を
除
く
。）、

第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
三
項
（
審
理
手
続
を
終
結
し
た
旨
の
通
知
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。）、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
条
第
一
項
（
審
理
員
意
見
書
並
び

に
行
政
不
服
審
査
会
等
及
び
審
議
会
等
の
答
申
書
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。）、
第
五
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
並
び
に
第
五
十
三
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
審
査
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
（
同
法
第
四
十
四
条
の
規
定
を
除
く
。）中
「
審
理
員
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
庁
」
と
、
同
法
第
二
十

四
条
第
一
項
中
「
審
査
庁
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
第
四
百
三
十
二
条
第
一
項
の
審
査
の
申
出
を
受
け
た
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
（
以
下
「
審
査
庁
」
と
い
う
。）」
と
、「
次
節
に
規
定
す
る
審
理
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
同

法
第
四
百
三
十
三
条
に
規
定
す
る
審
査
の
決
定
の
手
続
」
と
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
本
文
中
「
審
査
庁
か
ら

指
名
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
の
申
出
が
さ
れ
た
と
き
は
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り

当
該
審
査
の
申
出
を
却
下
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
」
と
、
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第

三
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
審
理
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
第
四
百
三
十
三
条
に
規
定
す
る
審
査

の
決
定
の
手
続
」
と
、
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
又
は
第
三
十
二

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
の
物
件
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
の
物
件
又
は
地
方
税
法

第
四
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
さ
せ
た
資
料
」
と
、「
当
該
書
面
若
し
く
は
当
該
書
類
の
写
し
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
書
類
若
し
く
は
当
該
資
料
の
写
し
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の

は
「
条
例
」
と
、
同
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ
中
「
第
三
十
三
条
前
段

書
類
そ
の
他
の
物
件
」
と
あ
る

の
は
「
地
方
税
法
第
四
百
三
十
三
条
第
三
項

資
料
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
口
頭
意
見
陳
述
」と
あ
る
の
は「
地

方
税
法
第
四
百
三
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
機
会
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条

中
「
行
政
不
服
審
査
会
等
か
ら
諮
問
に
対
す
る
答
申
を
受
け
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
を
要
し

な
い
場
合
（
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）に
あ
っ
て
は
審
理
員
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た

と
き
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
議
を
経

た
と
き
）」と
あ
る
の
は
「
審
理
手
続
を
終
結
し
た
と
き
」
と
、
同
法
第
五
十
三
条
中
「
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ

る
提
出
要
求
に
応
じ
て
提
出
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
の
物
件
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
第
四
百
三
十
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
さ
せ
た
資
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
百
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
六
百
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
百
一
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
百
一
条
の

六
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
、」を
削
る
。

第
七
百
二
条
の
八
第
二
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
七
百
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
百
三
十
三
条
の
十
八
第
二
項
及
び
第
四
項
中「
不
服
申
立
て
」

を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
、」を
削
る
。

第
七
百
四
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
又
は
」
を
削
る
。

第
七
百
四
十
七
条
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
決
定
は
」
を
「
裁
決
は
」
に
、「
裁
決
」
を「
決
定
」

に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
二
項
第
二
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
又
は
決
定
」
を
削

る
。第

二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」に
、「
行
政
不
服
審
査
法（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）」

を
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）」に
改
め
る
。

第
三
章
第
八
節
第
四
款
の
款
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
款

不
利
益
処
分
に
関
す
る
審
査
請
求

第
四
十
九
条
第
四
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
不
服
申
立
期
間
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
の
二
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立

て
（
審
査
請
求
又
は
異
議
申
立
て
）」を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服

申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
第
二
章
第
一
節
か

ら
第
三
節
ま
で
」
を
「
第
二
章
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
の
三
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
期
間
）」に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申
立
て
」
を「
審
査
請
求
」に
、「
六

十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査

請
求
」
に
改
め
、「
又
は
決
定
」
を
削
る
。

第
五
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
二
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
と
訴
訟
と
の
関
係
）」に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
異
議
申
立
て
」
及
び

「
又
は
決
定
」
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
又
は
」
を
削
る
。
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